
遊漁船業者登録票

氏名又は名物

登録番号

登録の行効期間

営業所の所在地

遊漁船の名称

遊漁船業務主任者の氏名

損害賠償措置の保険期間

令秕忤 9 日から
令和し午衫 まで

第加)工广/、第 ろ ー蜃2だ

令和デ子/ /日から

令和6年/鋼形まで



(全1枚の1枚目)

整
呷 遊漁 の
番 名杯
リ

遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
船舶番号、漁船0録 旅客定いは
番リ等 総トン数

糾川定い

航行区域( 当にい)

遊漁船の仙川状況 ( 苡当にい)

遊漁船の記載状況
(該当に( ) )

船舶の所信状況
(該当に〇)

23デー協 52

通い設黼※ 救命設※ ー
の状況 ーの 状況
(該当に〇) (該当に〇)

囮ト冫ーにル ム ?
( )平水・( )限定沿海 〇)治海・( )遠洋、近海
(〇)遊漁船専川・( )漁船と兼川・( )他他川と川

よ砺膨態

たる務 :
0

その他全て:
0

( 0 )船釣り

(0 )単独記載・

( )重複記載

(0 )自己所行船舶・
)他者所行船舶

(〇) 業務川無

( )衛早電話
( )その他

( 

( 

)改良県救命(
いかだ 2

) EPIRB (非常
川位置等発い装
置)

( 0 ) AIS (始自
動識別装置)

( )その他

)平水・( )限定沿海・ )沿海・( )遠洋、近海
)遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他処用と兼用

)単独記載・ )業務川無
)重複記載 線

)衛星電話

)自己所有船舶・ )その他

)他者所有船舶

)改良型救命(
いかだ 2

) EPIRB (非常
川位置等発い装
置)

) AIS (船舸自
動識別装置)

)その他

)瀬渡し※

)その他

)船釣り
)瀬渡し※

)その他

重複記載※ 3して( )多客期にチャーターするため
いる場合の事由( )その他(

※ 1通 信設備及び救命設備(こついては、船の類 や航行区域等に応じて国E交通省が定める要件に適合す
るものであること。

※ 2利 用者を特定の場所にド船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡
し、沖で干出する場所での潮狩り等が該当(法令等でを人禁止の場所に渡すことはできない)

※ 3他 の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されてい
るもの。



安全の確保のため周知すへき内容及び方法

( )遊漁船に周知内容を掲示する。
周知の方法 ー( 〇)遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。

(該当に〇)

周知する内容

漁場において口頭
で説明する。

( )営業所のモニター又はタブレット端未等の電子機器で視
聴してもらう( ウエプサイトに周知項をまとめた動画
等の視聴等を含む)。

一般的事項
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従

・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、
動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び
使用方法
・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助
協力
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付け
られ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国上
交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること
・その他

。瀬渡しの場合
・瀬渡し中及び磯等の上においては国上交通省が定める要件と
同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること
・磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法
・その他

。一般的事項
・案内する漁場において注意すべき事項
(ライフジャケットの着用、他船航行による船の揺れ等)

・その他

。瀬渡しの場合
・磯等からの帰航時間
・磯等で天候が急変した場合における避難場所
・安全管理の手法 (定期巡回、携帯電話等での連絡)
・船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項
(自由記載 ( 必須)
・その他



出中止基準&び帰基学

帰航
準

山い可い判新は、以い新、

い単い判

出適 、ヾ内ミ叫 出社いい、、韲 出和いいい1・リ凸はい,は朝)わ
内ミ、るま 、0い間におい、、以いいい
ずれい 代、、一いは、癶いい、、出虹ヤ 、い国いい新 、リドいるい阯

、海し、 、) 、沢恥沖
報、汁粮い新第い

、出れい波高
出れ亜い出い

5いい

、藩電いおそれがおるとさ

2し記い阯い代第取

川川い)いいいい氏新、はい0、及
び0録町リ
別紙い) !おり

い出航中市の、い取い)ち法

、事社、船長、は新い朝い)う、 別いのいい)
いずれかーでも険とし たとさ
、そい亜

案内する漁場において、以ドのいずれかの状況に至った場気帰航するこ
ととしま町
・海l'.藷報( 、心等)、波浪報の発帋
・利川に急病人やケガ人が出たとさ
・漁場における波高

基 漁場における 速
漁場における

・落電のおそれがあるとき
・l: 記の他、利川の安个の確保が国難になるとを想されるとき
・その他



気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をしま
す。

気象又は海象等の
状況が悪化した場
合の避難する場所

案内する漁場の位置

千葉県木更津沖

神奈川県横浜沖

神奈川県金沢八景沖

千葉県竹岡沖

避難する港

木更津港

横浜港

小柴船溜

金谷漁港

上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場
所に避難します。

瀬渡し( 磯、筏、防波堤等渡し) の業務を行う場合

磯等と遊漁船との
間の連絡方法※

(該当に〇)

磯等に遊漁船の旅
客定員を超えて利
用者を渡す業務の
形態の場合にあっ
ては、緊急的に利
用者を収容し帰航
させる方法

津波警報、注意報
が発令された場合
の対応

)携帯電話
( )衛星電話

)利川者に渡した発煙筒
( )その他

※連絡手段の通信設備については、船舶の類 や航行区域等に応じて国上交通省が定める
要件に適合するもの。
※気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連
絡する。



情報を収集すべき事項

出航地における波高、風速、視程

出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報

水路通報、気象・津波・海上警報等の情報

( 1 )利用者の安全の確乗 船する利用者数
保に必要な情報

( 2 )漁場の安定的な利
用関係の確保に必要
な
情報

臼2歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利川
協議会等で定められた事項など、地域における安全確保
に関する情報

立入禁止区域に関する情報

法第条 に基づき利用者に周知する必要がある「案内す
る漁場における水産動陋物の採捕に関する制限又は禁止
及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁
場を管轄している都道府県知事が提供している情報

漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管
轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供
している情報

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利川
協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安
定利用に関する情報



安全の確保のため船長及び業務を住が 第守すべき事壥

航行中及び川川占が水産動物をな加している間、卍 び 物肩第 第/「のをわ
り行動しよを

般的事墳
・出航から帰航するよでの間は、歓調はしよせん。よ/ :、気 をルびて場に第内し
よせん。
・航行中、波の影響により船体が動いはるときは.ルの広況について適切な見張りを
行うとともに、波に対する地昭の変リ!を行い、かっ、安をなカまでリアなル璽を
行うことにより、船体動新い匠減に努めよを
・航行中、波の影響により船体が動新して危険が日リされるときは、イリ川にりして動
揺が比較的小さい船体中リはり後方の部分に啝船する工う旧導し↓す
・乗船中は、船室内にいる場裔を除き、救命胴な(船にえ 付けられ、/ は% 必ま
れた、船自の仙川や航行区域に応していは交通省が定める要件に筋合するものをい
います。以ド同し。) を着川しよす
・啝船中は、船室内にいる場合を除き、イリ川に 常に救命川可衣を着川させます%
・に歳未満の小児には、車船中は、常に救命川可衣を着川させます
・利川者の乗降場所から漁場文は漁場から漁場よでの間にわける岩場、残瀬、河川
域、防波堤、定置網、養雇施設等を調佇し、危険性窈Ⅳ価を行い、特に危険と認め
られる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を一
行います。
・航行中はGPSプロッター等を利川して自船の位置を確認し、」記で設定した航路の航
行、避険線に基づいた安全な航行を行います(.

・随時、気象や海象等に関する情服取集を行い、気象文は海等 の状况の悪化等、利

用者の安全の確保のために必要と1
'リ断される場合は、船室内においても利川者に救

命胴衣を着川させます。
・その他

。船釣りをする場合
・利川者を案内している間は、船長及び業務任 占は自ら釣りをしません。
。瀬渡しをする場合
・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。

・磯等において、利川者には常に国上交通省が定める要件と同等以Ilの性能を行する救

命胴衣を着川させます。
・磯等において採捕を終了した利川者を収容し帰航する際、利川者が遊漁船に乗船して

いることを確認します。
。体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合

・利用者が網揚げ等をしている間、利川者に危険が生しないよう安全に操業します。



損害賠償保険

船名
利川者1人当たり
の填初ⅱ限度額

5000万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

利川定い文は
契約期間

旅客定員

旅召4 人

人

人

)
人

人

人

人

一
人

人

人

令川竫/吶/のから
令川6年ま で

年

年

年

年

年

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

日から

日まで

日から
日まで

日から

日まで

日から

日まで

日から
日まで

日から
日まで

日から

日まで

日から
日まで

日から
月 日まで

※上記保険は、当方(遊漁船業者)が、遊漁船業の遂行中の偶然な事故によってお客様が

ケガをするなど、乗船中のお客様に発生した生命又は身体上の損害に対し、当方が法律

上の賠償責任を負うべき場合に、上記保険金額を限度として、賠償金が支払われる保険

です。そのため、専らお客様ご自身の過失に起因する損害や、双方に過失なく発生した

損害などは、上記保険の対象外となりますので予めご注意ください。


